
 

 

 

 

令和２年１１月２７日 

総 務 部 職 員 課 

 

江東区職員の給与に関する条例の一部改正について（概要） 

 

項目 条例 内     容 

改正の趣旨  特別区人事委員会の勧告等を踏まえ、給与改定にか

かる規定整備を行う。 

改正条例第１条による改正 

期末手当 第27条  期末手当の支給月数を0.05月引き下げる。 

 改正条例第２条による改正 

期末手当 第27条  第 1 条の改正規定から、期末手当の支給月数を 6

月支給分について 0.025 月引き下げ、12 月支給分に

ついて0.025月引き上げる。 

附則  第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和

3年4月1日から施行する旨を定める。 
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資料 1



江東区職員の給与に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 

【第１条（公布の日施行）】 【第１条（公布の日施行）】 

第１条～第２６条の２ （略） 第１条～第２６条の２ （略） 

（期末手当） （期末手当） 

第２７条 （略） 第２７条 （略） 

２ 期末手当の額は、職員の給与月額に、３月

に支給する場合においては１００分の２５、

６月に支給する場合においては１００分の１

１５、１２月に支給する場合においては１０

０分の１２０を乗じて得た額に、規則で定め

る支給割合を乗じて得た額とする。ただし、第

１１条第１項の規定に基づき指定する職員の

期末手当の額は、職員の給与月額に、３月に支

給する場合においては１００分の２５、６月

に支給する場合においては１００分の９５、

１２月に支給する場合においては１００分の

１００を乗じて得た額に、規則で定める支給

割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、職員の給与月額に、３月

に支給する場合においては１００分の２５、

６月及び１２月に支給する場合においては１

００分の１１５を乗じて得た額に、規則で定

める支給割合を乗じて得た額とする。ただし、

第１１条第１項の規定に基づき指定する職員

の期末手当の額は、職員の給与月額に、３月に

支給する場合においては１００分の２５、６

月及び１２月に支給する場合においては１０

０分の９５を乗じて得た額に、規則で定める

支給割合を乗じて得た額とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「１００分の２５」とあるのは

「１００分の１０」と、「１００分の１１５」

とあるのは「１００分の６５」と、「１００分

の１２０」とあるのは「１００分の７０」と、

「１００分の９５、１２月に支給する場合に

おいては１００分の１００」とあるのは「１０

０分の５５、１２月に支給する場合において

は１００分の６０」とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「１００分の２５」とあるのは

「１００分の１０」と、「１００分の１１５」

とあるのは「１００分の６５」と、「１００分

の９５」とあるのは「１００分の５５」とする。 

４・５ （略） ４・５ （略） 

第２７条の２～第２８条 （略） 第２７条の２～第２８条 （略） 

別表第１～別表第５ （略） 別表第１～別表第５ （略） 
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江東区職員の給与に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 

【第２条（令和３年４月１日施行）】 【第２条（令和３年４月１日施行）】 

第１条～第２６条の２ （略） 第１条～第２６条の２ （略） 

（期末手当） （期末手当） 

第２７条 （略） 第２７条 （略） 

２ 期末手当の額は、職員の給与月額に、３月

に支給する場合においては１００分の２５、

６月及び１２月に支給する場合においては１

００分の１１５を乗じて得た額に、規則で定

める支給割合を乗じて得た額とする。ただし、

第１１条第１項の規定に基づき指定する職員

の期末手当の額は、職員の給与月額に、３月に

支給する場合においては１００分の２５、６

月及び１２月に支給する場合においては１０

０分の９５を乗じて得た額に、規則で定める

支給割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、職員の給与月額に、３月

に支給する場合においては１００分の２５、

６月に支給する場合においては１００分の１

１２．５、１２月に支給する場合においては１

００分の１１７．５を乗じて得た額に、規則で

定める支給割合を乗じて得た額とする。ただ

し、第１１条第１項の規定に基づき指定する

職員の期末手当の額は、職員の給与月額に、３

月に支給する場合においては１００分の２

５、６月に支給する場合においては１００分

の９２．５、１２月に支給する場合においては

１００分の９７．５を乗じて得た額に、規則で

定める支給割合を乗じて得た額とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「１００分の２５」とあるのは

「１００分の１０」と、「１００分の１１５」

とあるのは「１００分の６５」と、「１００分

の９５」とあるのは「１００分の５５」とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「１００分の２５」とあるのは

「１００分の１０」と、「１００分の１１２．

５」とあるのは「１００分の６２．５」と、「１

００分の１１７．５」とあるのは「１００分の

６７．５」と、「１００分の９２．５」とある

のは「１００分の５２．５」と、「１００分の

９７．５」とあるのは「１００分の５７．５」

とする。 

４・５ （略） ４・５ （略） 

第２７条の２～第２８条 （略） 第２７条の２～第２８条 （略） 

別表第１～別表第５ （略） 別表第１～別表第５ （略） 

    附 則 

  この条例中第１条の規定は公布の日から、第

２条の規定は令和３年４月１日から施行する。 
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１　一般職員　再任用職員

6月 12月 3月 計 6月 12月 3月 計 6月 12月 3月 計

1.15 1.2 0.25 2.6 1.15 1.15 0.25 2.55 1.125 1.175 0.25 2.55

6月 12月 計 6月 12月 計 6月 12月 計

0.65 0.7 0.1 1.45 0.65 0.65 0.1 1.4 0.625 0.675 0.1 1.4

２　管理職員　再任用管理職員

6月 12月 3月 計 6月 12月 3月 計 6月 12月 3月 計

0.95 1 0.25 2.2 0.95 0.95 0.25 2.15 0.925 0.975 0.25 2.15

6月 12月 3月 計 6月 12月 3月 計 6月 12月 3月 計

0.55 0.6 0.1 1.25 0.55 0.55 0.1 1.2 0.525 0.575 0.1 1.2

（単位：月） （単位：月）

一
般
職
員

（単位：月） （単位：月）

第2条による改正

改正案
（公布の日施行）

改正案
（令和3年4月1日施行）

（単位：月）

期末手当の支給月数

現行

第1条による改正

再
任
用
管
理
職
員

（単位：月） （単位：月） （単位：月）

（単位：月）

第1条による改正 第2条による改正

改正案
（公布の日施行）

改正案
（令和3年4月1日施行）

管
理
職
員

（単位：月） （単位：月） （単位：月）

現行

再
任
用
職
員
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